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言語活動に関する学習指導要領改訂案の記述例（抜粋）

小学校

総則

第１ 教育課程編成の一般方針

１ （中略）

学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，児童に生きる力

をはぐくむことを目指し，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する

中で，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して

課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐく

むとともに，主体的に学習に取り組む態度を養い，個性を生かす教育の充実

に努めなければならない。その際，児童の発達の段階を考慮して，児童の言

語活動を充実するとともに，家庭との連携を図りながら，児童の学習習慣が

確立するよう配慮しなければならない。

社会

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各学校においては，地域の実態を生かし，児童が興味・関心をもって学

習に取り組めるようにするとともに，観察や調査・見学などの体験的な活

動やそれに基づく表現活動の一層の充実を図ること。

算数

第２ 各学年の目標及び内容

〔第５学年〕

２ 内 容

〔算数的活動〕

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」

に示す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導す

るものとする。

ア 小数についての計算の意味や計算の仕方を，言葉，数，式，図，数

直線を用いて考え，説明する活動

イ 三角形，平行四辺形，ひし形及び台形の面積の求め方を，具体物を

用いたり，言葉，数，式，図を用いたりして考え，説明する活動
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理科

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(2) 観察，実験の結果を整理し考察する学習活動や，科学的な言葉や概念を

使用して考えたり説明したりするなどの学習活動が充実するよう配慮する

こと。

生活

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

２ 内 容

(8) 自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を行い，身

近な人々とかかわることの楽しさが分かり，進んで交流することができる

ようにする。

音楽

第２ 各学年の目標及び内容

〔第５学年及び第６学年〕

２ 内 容

Ｂ 鑑 賞

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を指導する。

ウ 楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったことを言葉で表すなどし

て，楽曲の特徴や演奏のよさを理解すること。

図画工作

第２ 各学年の目標及び内容

〔第５学年及び第６学年〕

２ 内 容

Ｂ 鑑 賞

(1) 親しみのある作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。

イ 感じたことや思ったことを話したり，友人と話し合ったりするなど

して，表し方の変化，表現の意図や特徴などをとらえること。

家庭

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

５ 各内容の指導に当たっては，衣食住など生活の中の様々な言葉を実感を伴

って理解する学習活動や，自分の生活における課題を解決するために，言葉

や図表などを用いて生活をよりよくする方法を考えたり，説明したりするな

どの学習活動が充実するよう配慮すること。



- 3 -

道徳

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

３ 道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(4) 自分の考えを基に，書いたり話し合ったりするなどの表現する機会を充

実し，自分とは異なる考えに接する中で，自分の考えを深め，自らの成長

を実感できるよう工夫すること。

外国語活動

第２ 内 容

〔第５学年及び第６学年〕

１ 外国語を用いて積極的にコミュニケーションを図ることができるよう，次

の事項について指導する。

(1) 外国語を用いてコミュニケーションを図る楽しさを体験すること。

２ 日本と外国の言語や文化について，体験的に理解を深めることができるよ

う，次の事項について指導する。

(1) 外国語の音声やリズムなどに慣れ親しむとともに，日本語との違いを知

り，言葉の面白さや豊かさに気付くこと。

総合的な学習の時間

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(2) 問題の解決や探究活動の過程においては，他者と協同して問題を解決し

ようとする学習活動や，言語により分析し，まとめたり表現したりするな

どの学習活動が行われるようにすること。

特別活動

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(4) 〔学校行事〕については，（中略）また，実施に当たっては，異年齢集

団による交流，幼児，高齢者，障害のある人々などとの触れ合い，自然体

験や社会体験などの体験活動を充実するとともに，体験活動を通して気付

いたことなどを振り返り，まとめたり，発表し合ったりするなどの活動を

充実するよう工夫すること。
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中学校

総則

第１ 教育課程編成の一般方針

１ （中略）

学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，生徒に生きる力

をはぐくむことを目指し，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する

中で，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して

課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐく

むとともに，主体的に学習に取り組む態度を養い，個性を生かす教育の充実

に努めなければならない。その際，生徒の発達の段階を考慮して，生徒の言

語活動を充実するとともに，家庭との連携を図りながら，生徒の学習習慣が

確立するよう配慮しなければならない。

社会

第２ 各分野の目標及び内容

〔公民的分野〕

２ 内 容

(4) 私たちと国際社会の諸課題

イ よりよい社会をめざして

持続可能な社会を形成するという観点から，私たちがよりよい社会を築いてい

くために解決すべき課題を探究させ，自分の考えをまとめさせる。

数学

第２ 各学年の目標及び内容

〔第２学年〕

２ 内 容

〔数学的活動〕

(1)「Ａ数と式」，「Ｂ図形」，「Ｃ関数」及び「Ｄ資料の活用」の学習やそ

れらを相互に関連付けた学習において，次のような数学的活動に取り組

む機会を設けるものとする。

ウ 数学的な表現を用いて，根拠を明らかにし筋道立てて説明し伝え合

う活動
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理科

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(2) 学校や生徒の実態に応じ，十分な観察や実験の時間，課題解決のために

探究する時間などを設けるようにすること。その際，問題を見いだし観察，

実験を計画する学習活動，観察，実験の結果を分析し解釈する学習活動，

科学的な概念を使用して考えたり説明したりするなどの学習活動が充実す

るよう配慮すること。

音楽

第２ 各学年の目標及び内容

〔第２学年及び第３学年〕

２ 内 容

Ｂ 鑑 賞

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 音楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかかわりを理解して聴

き，根拠をもって批評するなどして，音楽のよさや美しさを味わうこ

と。

美術

第２ 各学年の目標及び内容

〔第２学年及び第３学年〕

２ 内 容

Ｂ 鑑 賞

(1) 美術作品などのよさや美しさを感じ取り味わう活動を通して，鑑賞に

関する次の事項を指導する。

ア 造形的なよさや美しさ，作者の心情や意図と創造的な表現の工夫，

目的や機能との調和のとれた洗練された美しさなどを感じ取り見方を

深め，作品などに対する自分の価値意識をもって批評し合うなどして，

美意識を高め幅広く味わうこと。

技術・家庭

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

４ 各分野の指導については，衣食住やものづくりなどに関する実習等の結果

を整理し考察する学習活動や，生活における課題を解決するために言葉や図

表，概念などを用いて考えたり，説明したりするなどの学習活動が充実する

よう配慮すること。
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外国語

第２ 各言語の目標及び内容等

英 語

２ 内 容

(1) 言語活動

英語を理解し，英語で表現できる実践的な運用能力を養うため，次の言

語活動を３学年間を通して行わせる。

イ 話すこと

主として次の事項について指導する。

(ｵ) 与えられたテーマについて簡単なスピーチをすること。

ウ 読むこと

主として次の事項について指導する。

(ｵ) 話の内容や書き手の意見などに対して感想を述べたり賛否やその理

由を示したりなどすることができるよう，書かれた内容や考え方など

をとらえること。

エ 書くこと

主として次の事項について指導する。

(ｵ) 自分の考えや気持ちなどが読み手に正しく伝わるように，文と文の

つながりなどに注意して文章を書くこと。

道徳

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

３ 道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(4) 自分の考えを基に，書いたり討論したりするなどの表現する機会を充実

し，自分とは異なる考えに接する中で，自分の考えを深め，自らの成長を

実感できるよう工夫すること。

総合的な学習の時間

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(2) 問題の解決や探究活動の過程においては，他者と協同して問題を解決しようと

する学習活動や，言語により分析し，まとめたり表現したりするなどの学習活動

が行われるようにすること。

特別活動

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(3) 〔学校行事〕については，（中略）また，実施に当たっては，幼児，高

齢者，障害のある人々などとの触れ合い，自然体験や社会体験などの体験

活動を充実するとともに，体験活動を通して気付いたことなどを振り返り，

まとめたり，発表し合ったりするなどの活動を充実するよう工夫すること。


